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◎
免
除
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ
っ
て
国
民

年
金
保
険
料
を
免
除
す
る
制
度
で
す
。

▼
全
額
免
除　

前
年
の
所
得
に
基
づ
き
、

　

保
険
料
の
全
額
（
月
額
１
万
３
千　
５８０

　

円
）
を
免
除

▼
半
額
免
除　

前
年
の
所
得
に
基
づ
き
、

　

保
険
料
の
半
額
（
月
額
６
千　

円
）

７９０

　

を
免
除
し
、
半
額
を
納
付

①
半
額
（
全
額
）
免
除
期
間
に
つ
い
て

　

は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期

　

間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額

　

を
計
算
す
る
際
は
保
険
料
を
納
め
た

　

期
間
の
３
分
の
２
（
全
額
免
除
の
場

　

合
は
３
分
の
１
）
と
し
て
計
算
さ
れ

　

ま
す
。
た
だ
し
、
半
額
納
付
分
を
納

　

め
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
は

　

未
納
扱
い
と
な
り
、
老
齢
基
礎
年
金

　

の
受
給
資
格
期
間
に
も
年
金
額
に
も

　

算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
免
除
の
対
象
と
な
る
所
得
の
基
準
は

　

世
帯
構
成
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

③
免
除
期
間
は
７
月
か
ら
翌
年
の
６
月

　

ま
で
で
す
。
免
除
を
希
望
さ
れ
る
方

　

は
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

④
手
続
き
に
は
、
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、

　

申
請
の
理
由
が
失
業
の
場
合
は
『
雇

　
 
用
保
険
受
給
資
格
者
証
』
ま
た
は

　

『
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
』
が

かると
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
の
が

困
難
な
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

『
▼
申
し
込
み
』

『
▼
問
い
合
わ
せ
』
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

　

必
要
で
す
。

◎
学
生
納
付
特
例
制
度

　

大
学
、
大
学
院
、
短
大
、
高
等
学
校
、

専
門
学
校
な
ど
（
一
部
適
用
に
な
ら
な

い
学
校
が
あ
り
ま
す
）
に
在
学
す
る　
20

歳
以
上
の
学
生
で
、
学
生
本
人
の
前
年

の
所
得
が　

万
円
以
下
（
扶
養
親
族
の

118

数
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）
で
あ
れ
ば
申

請
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

①
学
生
納
付
特
例
期
間
は
、　

年
以
内

10

　

で
あ
れ
ば
そ
の
期
間
の
保
険
料
を
後

　

払
い
（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま

　

す
。
追
納
し
な
か
っ
た
期
間
は
、
老

　

齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は

　

算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

　

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
手
続
き
に
は
、
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、

　

学
生
証
の
コ
ピ
ー
ま
た
は
在
学
証
明

　

書
が
必
要
で
す
。

◎
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
で
、
同
居

20

30

し
て
い
る
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ
ら

ず
本
人
と
配
偶
者
の
所
得
要
件
に
よ
り
、

国
民
年
金
保
険
料
を
猶
予
す
る
制
度
で

す
（
平
成　

年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

17

た
新
し
い
制
度
で
す
）
。

①
納
付
猶
予
期
間
は
、　

年
以
内
で
あ

10

　

れ
ば
そ
の
期
間
の
保
険
料
を
後
払
い

　

（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

追
納
し
な
か
っ
た
期
間
は
、
老
齢
基

　

礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は
算
入

　

さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ

　

れ
ま
せ
ん
。

②
猶
予
の
対
象
と
な
る
所
得
の
基
準
は

　

世
帯
構
成
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

③
手
続
き
に
は
、
納
入
通
知
書
、
印
鑑

　

が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

国
保
・
年
金
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８５
 

１
７
７
１
）

　

市
は
、
７
月
１
日
�
か
ら
９
月　

日
30

�
ま
で
、
市
内
全
域
で
野
犬
掃
と
う
を

行
い
ま
す
。

　

犬
を
放
し
飼
い
に
し
て
い
る
と
、
野

犬
と
み
な
し
捕
獲
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
飼
い
主
の
方
は
、
必
ず
犬
を
け
い

留
し
て
、
首
輪
や
鎖
、
け
い
留
く
い
な

ど
の
点
検
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
受
け
ま
し
た
か
。
狂
犬
病
予
防
注
射

 

５
月
中
旬
に
市
内
各
地
で
狂
犬
病
予

防
注
射
を
実
施
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
犬

の
予
防
注
射
を
済
ま
せ
て
い
な
い
飼
い

主
の
方
は
、
動
物
病
院
な
ど
で
必
ず
予

防
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

　

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
�
○８５
 

２
９
５
８

◎
飼
育
場
所
は
清
潔
に

　

夏
は
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
や
尿
の
に
お
い

が
気
に
な
る
季
節
で
す
。

　

ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
や
尿
の
に
お
い
は
飼

い
主
が
感
じ
る
以
上
に
周
囲
の
迷
惑
に

な
り
ま
す
。

　

飼
育
場
所
は
、
常
に
清
潔
に
し
て
、

に
お
い
が
で
な
い
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

※
ペ
ッ
ト
の
散
歩
時
の
ふ
ん
は
、
必
ず

　

持
ち
帰
り
、
責
任
を
も
っ
て
処
理
し

　

ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ　

環
境

　

対
策
Ｇ
（
ク
リ
ン
ク

　

ル
セ
ン
タ
ー
内
�
○８５
 

　

２
９
５
８
）

▼
指
定
解
除
店　

佐
々
木
商
店
（
片
倉

　

町
６
丁
目
７－

５
）

▼
問
い
合
わ
せ　

環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

　

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
�
○８５
 

２
９
５
８

　

近
年
、
世
界
や
国
内
で
大
き
な
災
害

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
防
災

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

▼
日
時　

７
月　

日
�　
　

時　

分
〜

15

13

30

　
　

時
15

▼
場
所　

市
民
会
館
中
ホ
ー
ル

▼
講
師　
 
瀬  
戸  
俊  
博 
さ
ん
（
日
本
赤
十

せ 

と 

と
し 
ひ
ろ

　

字
社
北
海
道
支
部
事
業
部
長
）

▼
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８５
 

１
９
１
１
）

野
犬
掃
と
う
を
行
い
ま
す

）

守
っ
て
い
ま
す
か
？

犬
の
飼
い
主
の
マ
ナ
ー

指
定
ご
み
袋
等
取
扱
店
の

指
定
を
解
除
し
ま
し
た

）

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

講
演
会
を
開
催
し
ま
す

〜
登
別
市
地
区
赤
十
字
奉
仕
団
主
催
〜


